
 

 

 

 

 

最重点項目 
 

Ⅱ 防災・減災対策 
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 ８ 西日本豪雨災害により被災したかんきつ産地の 

復興について 
【農林水産省】 

 

【提案・要望事項】 

 西日本豪雨災害により大きな被害を受けたかんきつ産地の創造的復
興に向けた再編復旧の取組への支援 
・再編復旧４地区の着実な推進に必要な予算を確保すること。 

 
【現状と課題（背景・理由等）】 

○産地の復旧状況 

平成 30年７月に発生した西日本豪雨災害では、「かんきつ王国愛媛」を支え

る南予地域等の主要産地で、数多くの園地が崩落し、収入の糧となる樹体やス

プリンクラー・モノレール等の施設が流失したほか、パイプラインが破損、道

路が寸断するなど、崩落園地以外にも影響は広範囲に及んだ。 

県では、「かんきつ産地の創造的復興」を県政の最優先課題に位置づけ、市町

やＪＡ等と一丸となって取り組んできた結果、パイプラインや農道、モノレー

ル等の施設復旧が概ね完了し、ほぼ被災前の状態を取り戻している。崩落園地

の復旧についても、「原形復旧」「改良復旧」「再編復旧」の３つのパターンで進

めており、国の災害復旧事業を活用した「原形復旧」「改良復旧」は、復旧工事

がほぼ完了し、順次営農が再開されている。 

○再編復旧の取組 

原状への復旧のみならず、急傾斜な厳しい生産条件、担い手の高齢化や労働

力不足等の産地の課題に対応するため、国庫補助事業を活用し、県下４地区で

周辺の被災していない園地も含めて大規模にほ場整備を行う「再編復旧」を進

めている。４地区では、関係市町やＪＡ等と連携し、災害に強く生産性の高い

園地への再建はもとより、優良品種やマルチドリップ栽培等の先進技術の導入、

早期成園化、新規就農者の育成等の取組を一体的に進めている。 

○再編復旧４地区の進捗状況 

玉津地区（宇和島市吉田町）は、令和２年度から農地中間管理機構関連農地

整備事業に着手し、令和３年度から工事を開始。 

上浦地区（今治市大三島）、由良地区（松山市興居島）は、令和３年度から農

地中間管理機構関連農地整備事業に着手し、上浦地区は令和３年度から、由良

地区は令和４年度から工事を開始。 

立間地区（宇和島市吉田町）は、令和４年度から畑地帯総合整備事業に着手

し、令和５年度から工事を開始。 

 

【実現後の効果】 

◇ 被災したかんきつ農家の経営発展に加え、新規就農者の確保、オリジナル

品種の生産拡大等が図られ、産地や地域の維持発展につながる。 

 ◇ 本県の農業を支えるかんきつ産地の創造的復興により、本県農業全体の体

質強化が図られる。 

 

県担当部署：農林水産部 農業振興局 農地整備課 
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地区名  Ｈ30  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 
                   

①玉津（たまつ） 

宇和島市吉田町 
 
構想検討 

地元合意 

 計画策定 

（県単） 
 

農地中間管理機構関連農地整備事業 
区画整理 6.8ha 

  

                   

②由良（ゆら） 

松山市興居島 
 
構想検討 

地元合意 

 計画策定 

（国補） 
 

農地中間管理機構関連農地整備事業 
区画整理 9.7ha 

  

                   

③上浦（かみうら） 

今治市大三島 
 

構想検討 

地元合意 
 
計画策定 

（国補） 
 

農地中間管理機構関連農地整備事業 
区画整理 6.8ha 

  

                   

④立間（たちま） 

宇和島市吉田町 
 

構想検討 

地元合意 
 
計画策定 

（国補） 
 

畑地帯総合整備事業 
区画整理、農道、用水施設 7.4ha 

 

 

かんきつ産地の創造的復興に向けた再編復旧の取組状況 

◆ 事業実施スケジュール（予定） 

かんきつ産地の創造的復興に向けた再編復旧の取組状況 

〇災害に強く生産性の高い園地に再建（周辺の被災園地以外も含めた大規模なほ場整備） 

〇ほ場整備とあわせて農地を担い手へ集積 

〇新品種・優良品種の導入、ハウス等施設整備、マルチドリップ栽培等先進技術の導入等 

〇担い手の高齢化・後継者不足への対応 ➢ 担い手への農地集積、新規就農者の研修等 

◆ 取組内容 

区画整理前 

【整備構想図】 

白浦工区 

正木谷工区 ⑤工区 

【玉津地区の取組】 

区画整理後 

①玉津（たまつ） 宇和島市吉田町 

②由良（ゆら）  松山市興居島 ④立間（たちま） 宇和島市吉田町 ③上浦（かみうら） 今治市大三島 

【基盤整備関係】 

〇園地の緩傾斜化、道路・排水路の整備 

〇担い手への農地集積 
 

【営農支援関係】 

〇代替園地の確保 

〇苗木の確保・大苗生産、根域制限栽培の実証 

〇紅プリンセスの産地化 

【工事の実施状況（R5.1月）】 

A工区 

B工区 

白浦工区 

盛工区 
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９ 肱川緊急治水対策の推進について 
【内閣府・財務省・国土交通省】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【現状と課題（背景・理由等）】 

○肱川における治水対策の現状と西日本豪雨での浸水被害 

  肱川流域では、これまでも度重なる洪水被害を受けてきた中、平成 30 年の

西日本豪雨では、過去に経験のない降雨により、平成 16 年に策定した河川整

備計画の目標流量を超える洪水が発生し、浸水戸数約 4,700 戸、浸水面積約

1,400ｈａの甚大な浸水被害となったことから、住民の生命・財産や産業、経

済活動を守り、過疎化が進む流域の人口流出防止や集落の存続を図るため、再

度災害防止に向けた治水対策の早期完成が喫緊の課題となっている。 

○河川改修やそれに伴う内水対策の推進 

  復興まちづくりと一体となった大洲市大川地区の堤防整備をはじめとする

県管理区間（大洲市菅田～西予市野村）の事業推進と、堤防漏水対策等を具体

化した令和４年の河川整備計画に基づく国管理区間の着実な整備推進のため

の事業費の確保が必要である。また、堤防整備等の実施に伴い、洪水に対する

安全性向上が図られる一方で、内水対策が必要となる箇所が急増するため、接

続する河川で流域治水関連法の適用を図り、都谷川の特定都市河川指定に伴う

排水機場整備や土地利用規制に取組むなど、流域一体となった対策が必要であ

る。 

○山鳥坂ダム建設の推進と野村ダム改良による洪水調節機能の強化 

  山鳥坂ダム建設は、令和７年度に予定しているダム本体基礎掘削工事着手に

向けた重点的な予算確保と早期運用開始に向けた事業の推進が必要である。ま

た、野村ダムの放流設備増強についても、早期の洪水調節機能強化を目指し、

予算確保と改良事業の推進が必要である。 

○山鳥坂ダムの水源地域振興の核となる県道の整備推進 

また、県道小田河辺大洲線の整備は、水源地域振興の核であるとともに、中

でもダム本体関連工事の着手までに完了する必要がある一次切替区間につい

て、整備推進及び事業費の確保が不可欠である。 
【実現後の効果】 

◇ 西日本豪雨と同規模の洪水に対する再度災害防止 

【提案・要望事項】 

肱川緊急治水対策の推進 

・西日本豪雨により甚大な浸水被害が発生した肱川流域の再度災害防止に向け、

河道整備をはじめ、山鳥坂ダム建設や野村ダム改良など、新たな河川整備計画

に基づく整備を推進すること。 

・県管理区間の河川改修を推進するための事業費の確保及び国管理区間におけ

る河川改修やそれに伴う内水対策、山鳥坂ダム建設及び野村ダム改良事業を

推進すること。 

・山鳥坂ダムの水源地域整備計画に位置付けられた県道小田河辺大洲線の整備

を推進すること。 

県担当部署：土木部 河川港湾局 河川課 

道路都市局 道路建設課 
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◎西日本豪雨による浸水被害 

◎山鳥坂ダム及び県道小田河辺大洲線の整備推進 

東大洲地区の浸水状況 

【近年の浸水被害】 

◎肱川改修【県管理区間・山鳥坂ダム建設等】 
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10 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について 
[1] 大規模災害から住民の生命・身体及び財産を守るた 

めの防災・減災対策の総合的な推進 
 

【内閣府・国土交通省・気象庁・防衛省】 
 
【提案・要望事項】 
（1）南海トラフ地震・津波対策の推進 

・国が進める南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しについて、地方自治体
がより詳細な被害の様相を示して住民の理解を得ることができるよう、関
係省庁間で推計方法の整合性を確保したうえで、具体的な推計方法及びそ
の明確な根拠を明示すること。また、地方自治体が実施する被害想定見直
し及びその対策への財政支援措置を講じること。 

・地方自治体が取り組む夜間・早朝等の津波避難促進の取組みや、夜間等の
安全な避難環境の整備に対する財政支援措置を講じること。 

・「事前復興」を法令等へ明確に位置付けて事前復興の推進体制を整備すると
ともに、地方自治体の取組みを促進する支援措置を講じること。 

・南海トラフ地震臨時情報発表時における防災対応の実効性を高める取組み
を充実・強化すること。 

 
（2）頻発化・激甚化する豪雨災害に備える避難対策等の推進 

・豪雨災害等から住民の生命・身体等を守るため、避難情報について、国が
主体的に地方自治体や住民等へ周知徹底や理解促進に取り組むとともに、
線状降水帯発生予測などの気象情報について早期の精度向上を図ること。 

・被災者生活再建支援制度の適用を住家の半壊・床上浸水まで拡大すること。  
 
（3）陸上自衛隊松山駐屯地の拡張及び周辺地域の道路整備の着実な推進 

・大規模災害時の人命救助や物資輸送等に万全を期するため､他の駐屯地等か
らの応援部隊の人員や資機材等の受入れが可能となるよう、施設の拡張整
備を早期かつ着実に推進すること。 

・大型車両の出入口を複数確保するとともに東温スマートインターチェンジ
が開設される高速道路へのアクセス向上を図るため、大型車両が通行可能
な道路整備に向けた必要な予算を配分すること。 

 
 
【現状と課題（背景・理由等）】 

（1）南海トラフ地震・津波対策の推進 

本県は、全域が「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法」に基づく防災対策推進地域に、また宇和海沿岸５市町が津波避難対策特別強

化地域に指定されており、南海トラフ地震に対する地震・津波対策を強力に推進

するため、財政支援措置等の充実・強化が必要である。 
 

○南海トラフ巨大地震の被害想定及び防災対策の見直し 

国では現在、基本計画に掲げた減災目標の達成状況を確認するため、防災対策

の進捗や最新の知見を踏まえた被害想定の見直しが検討されている。 

地方自治体がさらに具体的に地域の被害を想定し、住民の理解を得ながら防災

対策を推進するためには、国の関係省庁間で推計方法の整合性を確保したうえで、

明確な根拠に基づく推計方法を明示することが不可欠である。 

また、国の想定見直しに伴い地方自治体が実施する被害想定の見直し及びその

結果必要となる対策への財政支援措置を講じることも必要である。 
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○夜間・早朝等の津波避難対策の充実 

南海トラフ巨大地震による甚大な被害が想定される宇和海沿岸地域では、地方

自治体が取り組む夜間・早朝等の津波避難促進の取組みや、夜間等の安全な避難

環境の整備に対する財政支援措置など、津波避難対策の充実を図る必要がある。 
 

○事前復興の取組みを推進するための体制整備及び財政支援措置 

南海トラフ巨大地震の被害を最小限に抑え、迅速かつ適切な復興を図るため、

従来の対策に加え、復旧・復興のあり方を事前に検討し対策を進める「事前復興」

の取組みが不可欠である。本県では、市町が事前復興計画を策定するための指針

を作成したところであるが、国においても、事前復興を法令等へ明確に位置付け

推進体制を整備するとともに、ソフト・ハード両面で、地方自治体が独自に実施

する事業に対する支援措置を講じる必要がある。 
 

○南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応の実効性を高める取組みの充実・強化 

南海トラフ地震臨時情報発表時に、事前避難等が必要な住民や、住民生活への

影響が大きい学校、ライフライン事業者などの防災対応の実効性を高めるため、

地方自治体と協力した制度の周知啓発をはじめ、学校・企業等の防災対応に係る

全国統一的な指針等の作成が必要である。 
 
（2）頻発化・激甚化する豪雨災害に備える避難対策等の推進 

本県が被災した西日本豪雨災害の教訓等を踏まえ、近年頻発化・激甚化する豪

雨災害に備えるためには、ハード面での対策はもとより、ソフト面を含めた避難

対策等を総合的に推進していく必要がある。 
 

○避難情報の理解促進及び気象情報の精度向上、避難対策への財政支援措置 

災害時に、一人でも多くの住民の命を守るためには、住民が避難情報を正しく

理解し、躊躇なく避難する必要があり、地方自治体や住民等への周知徹底を図る

ことにより、地方自治体の正確かつ分かりやすい防災情報の提供を促し、住民等

の早期避難の実現を図る必要がある。また、線状降水帯の発生予報など、住民の

避難行動に直接結び付く気象情報の更なる精度の向上を図る必要がある。 
 

○被災者生活再建支援制度の適用拡大 

被災者生活再建支援制度は、これまでも過去の災害の教訓を踏まえた見直しが

行われてきたが、本県は西日本豪雨災害の際、適用対象外である住家の「半壊」

や「床上浸水」の被害について独自に支援を行ったところ。被災者が一日も早く

日常生活を取り戻すには、引き続き必要な適用拡大を図る必要がある。 
 

（3）陸上自衛隊松山駐屯地の拡張及び周辺地域の道路整備の着実な推進 

西日本豪雨災害への対応状況を踏まえ、南海トラフ地震などの大規模災害時に

おいて、自衛隊による人命救助活動等が迅速かつ円滑に実施されるよう、松山駐

屯地の拡張の早期実現や、国道 11 号と松山駐屯地を結ぶ連絡道路の整備を着実

に推進していく必要がある。 
 
【実現後の効果】 
◇ 地域の実情に応じた防災・減災対策の促進 
◇ 大規模災害等における被害の軽減と、迅速かつ適切な災害対応の実現 
◇ 災害発生時の自衛隊の迅速な災害対応・人命救助活動等に最大限の効果を発揮 
  

県担当部署：県民環境部 防災局 防災危機管理課 
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10 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について 

[2] 地域の安全・安心を確保するための社会資本整備の 

推進 
【内閣府・財務省・国土交通省】 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

【現状と課題（背景・理由等）】 

○社会資本整備に係る予算の総額確保 

本県は、急峻な地形とぜい弱な地質により、全国に比べ社会資本整備が遅れ

ており、地域間格差が増大している。また、切迫する南海トラフ地震や頻発す

る集中豪雨等による災害リスクの増大、少子高齢化・人口減少による地域活力

の衰退や建設業の担い手不足など、社会資本の整備に関し課題が山積している。 

このため、国土強靭化による安全・安心の確保や地域経済の活性化対策によ

る豊かな暮らしの実現と地域の守り手となる建設業の担い手確保に取り組む

必要があり、物価が高騰する中でも「防災・減災、国土強靭化のための５か年

加速化対策」を着実に実施するための予算について、例年以上の規模で早期の

配分が必要である。また、「５か年加速対策」終了後も、中長期的な見通しの

もと、引き続き安定的・持続的な予算の総額確保が求められる。 

○県民の命を守る防災・減災対策に必要な予算の愛媛県への重点配分 

本県に甚大な影響をもたらす南海トラフ地震や、四国で唯一の原子力発電所

の不測の事態から県民の命を守るには、「命の道」となる高速道路や緊急輸送

道路、海岸保全施設、河川管理施設、港湾施設などの整備を早急に進める必要

があり、また、西日本豪雨では甚大な浸水被害や土砂災害などが発生したこと

から、「防災対策に終わりはない」の意識のもと、避難体制強化の推進などソ

フト事業を含む総合的な防災・減災対策に取組む必要がある。 

さらに、ひとたび大規模災害が発生すると、愛媛そして四国が孤立すること

でサプライチェ－ンが寸断され、経済活動の低下が全国に波及する恐れがある。 

これらのことから、県民の命を守り、経済活動への影響を最小化するため、

防災・減災対策に必要な予算の愛媛県への重点的な配分が必要である。 

【実現後の効果】 

◇ 県民の安全・安心の確保や地域の活性化と豊かな暮らしの実現 

◇ 大規模災害に備えた防災・減災対策の推進 

 

 

【提案・要望事項】 

（1）社会資本整備に必要な予算の総額確保 

・県民の安全・安心を確保し、地域経済の活性化による豊かな暮らしの実

現と、地域の守り手となる建設業の担い手確保のため、安定的・持続的

な社会資本整備に係る予算の総額を確保すること。 

（2）防災・減災対策に必要な予算の重点的な配分 

・県民の命を守ることを最優先に、南海トラフ地震などの大規模災害に備

えた防災・減災対策に必要な予算の愛媛県への重点的な配分を行うこと。 

県担当部署：土木部 土木管理局 土木管理課 技術企画室 
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10 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について 

[3] 社会インフラの戦略的な維持管理・更新の推進 
 

【内閣府・総務省・財務省・国土交通省】 
 

 

 

 

 

 
 

 
【現状と課題（背景・理由等）】 

○社会インフラの戦略的な維持管理・更新に関する予算の総額確保及び愛媛県へ

の必要な予算配分 

本県での道路、河川、港湾などの社会インフラは、今後、老朽化の目安とな

る建設後 50 年を経過する割合が、急速に増加するとともに、現状においても

修繕の必要な施設の割合が概ね６割を超え、老朽化が加速している状況である。 

このため、道路法や河川法、港湾法等の改正により定期点検や適切な維持修

繕が明確化されたメンテナンスサイクルの確実な実施が必要となるが、計画的

な施設の延命化、維持・更新に係るトータルコストの縮減につながる予防保全

など、長寿命化計画に基づく戦略的な維持管理・更新を進めるには、費用の確

保が必要不可欠であり、維持管理・更新に関し、補助金・交付金・公共施設等

適正管理推進事業債等を含めた予算の総額確保及び愛媛県への必要な予算の

配分が求められる。 

○戦略的な維持管理・更新に関する制度の拡充 

「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」では、従来の３か年

緊急対策の内容に加え、予防保全に移行するための老朽化対策が追加されたと

ころであるが、今後、老朽化施設は急速に増加することから、道路事業におけ

る個別補助事業の更なる要件緩和や、現在、交付金の対象外となっている港湾

施設・ダム・堤防・県営住宅等の法定点検、ダムの堆砂対策等を対象とする制

度の拡充などが必要である。 

○新技術の開発等の状況をふまえた効果的・経済的な点検手法の導入に向けた取

組みの推進 

平成 25 年度以降、橋梁点検においては法定化された点検が一巡したことか

ら、点検項目の見直しなど、技術的助言が行われたところである。ＩＣＴやＡ

Ｉの活用をはじめとした新技術の開発等が進められていることから、その他の

公共土木施設においても、これまでの点検結果を踏まえ、品質を確保したうえ

での効果的・経済的な点検手法の導入に向けた取組みの推進が求められる。 

【実現後の効果】 

◇ 県民の安全・安心の確保 

◇ 社会インフラの戦略的な維持管理・更新 

 

【提案・要望事項】 

（1）予算の総額確保や必要な予算の配分 

・社会インフラの戦略的な維持管理・更新に関する予算の総額確保及び愛 

媛県へ必要な予算の配分を行うこと。 

（2）制度の拡充や効果的・経済的な点検手法の導入 

・戦略的な維持管理・更新に関する制度の拡充と、新技術の開発等の状況  

をふまえ、効果的・経済的な点検手法の導入に向けた取組みを進めること。 

県担当部署：土木部 土木管理局 土木管理課 技術企画室 
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10 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について 

[4] 南海トラフ地震に対応した海岸保全施設整備の 

推進 
【財務省・農林水産省（水産庁）・国土交通省】 

 

 

 

 
 

 
【現状と課題（背景・理由等）】 

○本県における海岸の現況 

延長約 1,188kmにも及ぶ全国第３位の海岸保全区域を有する。 

○南海トラフ地震・津波 

近い将来発生が危惧される南海トラフ地震では、瀬戸内海沿岸のゼロメート

ル地帯を含む干拓地や埋立地では地震による液状化が想定されるほか、宇和海

沿岸では発生頻度が高い津波により現況の堤防を最大で４ｍ超過するなど、堤

防及び水門・樋門の耐震性や、堤防の高さ不足、施設の老朽化が課題である。 
 
【愛媛県内の取組】 

○南海トラフ地震に対応した海岸保全施設整備の推進 

本県の海岸保全基本計画では、県民の尊い生命や財産を守るため、保全区域

における対策の緊急性と背後地の重要度から選定した「重点整備海岸（130km）」

の整備に取り組むこととしている。 

特に、津波により甚大な被害が懸念される愛南町御荘地区では、初期段階で

も一定の効果を発揮する「段階的整備」を基本に、堤防工事を進め河口部の水

門工事に着手するなど、津波に対する防護効果の早期発現を目指している。 

また、海岸保全施設の長寿命化計画に基づき、老朽化対策を実施し、地震・

津波時においても、海岸保全施設の機能を確保するよう努めている。 

こうした海岸保全施設の地震・津波対策には膨大な費用を要することから、

国の支援が不可欠であり、南海トラフ地震に対応した海岸保全施設整備の推進

が図れるよう、防災・減災対策に係る事業費の確保が必要である。 
 

【実現後の効果】 

◇ 南海トラフ地震の発生に備えた防災・減災対策の推進 

◇ 県民の安全・安心な暮らしの確保 

  

県担当部署：農林水産部 農業振興局 農地整備課 
      農林水産部 水産局 漁港課 

土木部 河川港湾局 港湾海岸課 

 

【提案・要望事項】 

南海トラフ地震・津波対策に必要な海岸保全施設の整備事業費の確保 

・全国第３位の海岸保全区域を有する愛媛県へ、南海トラフ地震に対応した

海岸保全施設整備の推進に必要な予算の配分を行うこと。 
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南海トラフ地震に備えた海岸保全施設整備の推進 

愛媛県の海岸線延長 約１,７００ｋｍ 

（全国第５位） 

( 

zennkoku 

愛媛県地震被害想定調査 
（最大クラスの津波） 

新居浜市役所川東支所 

(主)壬生川新居浜野田線 

新居浜港 

垣生小学校 浮島小学校 高津保育園 

最大津波水位 16.7ｍ 

浸水面積 771ha(浸水 30cm以上) 

最大津波水位 3.3ｍ 

浸水面積 794ha(浸水 30cm以上) 

宇和海沿岸では、
津波高が高く、堤防
高さの不足が懸念
瀬戸内海（燧灘）沿
岸では、液状化が
懸念 

瀬戸内海（燧灘）沿
岸では、液状化が
懸念 

初期地盤沈下に加え、津波高が高く到達

時間の早い津波により浸水が発生 

地震直後に、液状化等に伴う堤防

等の倒壊により浸水が発生 

愛媛県下 約 1,700㎞ の海岸【全国第 5位】 

海岸保全区域 1,188㎞ 【全国第 3位】 

整備対象海岸 373海岸（445地区）340㎞ 
今後整備すべき海岸 

津波や高潮に対して堤防高が不足している箇所等のうち、背後地

に保全対象のある箇所を抽出 

重点整備海岸 71海岸（102地区）130㎞ 
概ね 20年間に重点的に整備すべき海岸 

整備対象海岸のうち、以下の 3つ全てに該当する箇所を選定 

 ・津波からの避難時間の確保が困難な箇所や高潮により頻繁に 

越波や浸水被害が発生する等、特に緊急性が高い箇所 

 ・背後地に人家が密集しているなど、重要度が高い箇所 

 ・1次緊急輸送道路や官公署、病院など、災害応急活動時にお 

ける重要施設を保全 

※設計津波水位に対する堤防等の状況（全所管海岸）

海岸保全
区域（A)

堤防高不
足延長（B)

堤防高
不足
割合

（B)/(A)

設計津波
水位

（T.P+m)

最大堤防
不足高

愛媛県沿岸計 1,188km 362km 30%
2.4m
～

5.4m

5.5m
（愛南町）

うち　宇和海沿岸 508km 247km 49%
2.4m
～

5.4m

5.5m
（愛南町）

うち　瀬戸内海沿岸 680km 115km 17%
2.7m
～

3.3m

1.2m
（今治市）

・堤防不足延長及び不足高は初期地盤変動量を考慮している（地盤の液状化は含まない）。

※さらに、瀬戸内海沿岸では、海岸堤防等の耐震化（液状化
対策）が必要

愛南町御荘支所 

(国)５６号 

御荘中学校 

（津波避難ビル） 
道の駅みしょう 

青い国ホテル 

（津波避難ビル） 

蓮乗寺川水門 
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10 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について 

[5] 総合的な土砂災害対策の推進 
【内閣府・財務省・国土交通省】 

 

 

 

 

  
【現状と課題（背景・理由等）】 

○激甚化・頻発化する豪雨による土砂災害リスクの高まり 

近年、全国各地で甚大な土砂災害が発生しており、本県においても平成 30

年７月豪雨により県下全域で土石流等が多発し、17名の尊い命が失われたほか、

ＪＲや浄水場など重要インフラが被災し、県民生活に多大な影響を及ぼしたと

ころ。 

今後激甚化・頻発化が懸念される豪雨に備え、土砂災害対策の推進が急務。 

○多くの土砂災害警戒区域と低い整備水準 

本県は、脆弱な地質構造や急峻な地形のため、土砂災害警戒区域数は 16,334

箇所（全国 17位、R4.12月末時点）と多く、土砂災害防止施設の整備などハー

ド対策の着手率は約２割と低い整備水準に留まっていることから、ハード対策

を着実に推進するとともに、早めの避難に繋がるソフト対策の充実が必要。 

また、完成から長期間が経過した施設が多く、適切な機能維持も必要。  
【愛媛県内の取組】 

○激甚化・頻発化する豪雨に備えた土砂災害対策 

平成 30 年７月豪雨で土石流等による甚大な土砂災害が発生した南予地域に

おいて、再度災害を防止するため、集中的に砂防堰堤等の整備を進めているほ

か、あらゆる関係者と連携して「流域治水」を推進している。 

○「いのちとくらしを守る土砂災害対策」の推進 

人命はもとより、地域の社会生活や経済活動を支える基礎的インフラを保全

する対策を着実に進めている。 

・ハード対策では、人家連担地域や要配慮者利用施設など、緊急性や重要性の

高い箇所から土砂災害特別警戒区域の解消に向けた施設整備を推進してい

るほか、長寿命化計画に基づく既存施設の老朽化対策にも取り組んでいる。 

・ソフト対策では、「危険箇所の周知」「切迫した危険度の周知」「防災意識の

向上」の３テーマに基づき、二巡目の土砂災害警戒区域の指定促進や土砂災

害警戒情報の発信、砂防学習会の充実など、住民の防災意識向上や避難の実

効性を高め、「人的被害ゼロ」を目指した取組みを実施している。  
【実現後の効果】 

◇ 土砂災害からの安全・安心が確保され、快適な暮らしを実現 

【提案・要望事項】 

土砂災害対策事業費の確保 

・近年の気候変動の影響による土砂災害リスクの増大に備え、土砂災害から

県民の生命･財産を守るため、ハードとソフトが一体となった総合的な土砂

災害対策を着実に推進するための必要な予算を配分すること。 

県担当部署：土木部 河川港湾局 砂防課 
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○急峻な地形、複雑・脆弱な地質     ○土砂災害警戒区域数等（R4.12月末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○土砂災害発生状況             ○平成 30年７月豪雨からの復興状況 

 

○ハード対策の重点化イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

○「いのちとくらしを守る土砂災害対策」の推進 

 

【マサ土】 

・山砂の一種 

・非常に脆く崩れやすい 

中央構造線 

御荷
み か

鉾
ぶ

構造線 

仏像
ぶつぞう

構造線 

【赤ホヤ】 

・火山灰 

・表層すべりを起こしやすい 

332件 

419件 

5件 
34件 

15件 2件 

本県 10年間の年平均 77件 

被災状況 

本堤完成 

向畑川（宇和島市吉田町南君） 

居住誘導区域を保全するハード対策（松山市高浜町） 砂防学習会の開催状況（模型実験） 
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10 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について 

[6] 治水事業の推進 
【財務省・総務省・国土交通省】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）】 

○本県の現状（長い河川管理延長と低い整備水準、水害の頻発・激甚化） 

愛媛県が管理する河川延長は、全国第６位の 3,072kmに及んでおり、脆弱な

地質に加え、河川の多くが短く急流で、豪雨による洪水時には、堤防・護岸等

の決壊や氾濫により幾度となく県民の生命や財産が危険にさらされている。 

河川の整備率は 45.6％と依然低水準にあるものの、「防災・減災、国土強靭

化のための５か年加速化対策」を活用し、新規事業に着手するなど投資効果が

徐々に現れており、今後も引き続き流域治水の推進とともに、その根幹となる

ハード・ソフト一体となった治水事業を推進し、増大する水害リスクへの対策

を着実に進めていく必要がある。 

○洪水の発生に備えた河川整備、ダム等の堆砂除去の推進 

西日本豪雨により浸水被害があった県管理河川（肱川、立間川など）の再度

災害防止対策や、事前防災対策として、洪水を安全に流すための河川整備、越

水しても堤防決壊までの時間を引き延ばすような堤防構造の強化のための事

業費の確保及び国管理区間における肱川緊急治水対策や重信川の堤防漏水対

策などの河川整備の推進が必要である。 

併せて、河川やダムへの土砂堆積により、洪水の安全な流下や洪水調節機能

等に支障が生じる可能性がある箇所について、堆砂除去に対する財政支援を継

続するとともに、事前放流等を行うダムについては、渇水リスクを軽減するた

め、利水容量内の堆砂除去に補助対象を拡大するなど、制度の拡充が求められ

る。 

○大規模氾濫に対する避難支援体制強化の推進 

大規模氾濫に対する避難体制を構築する上で根幹となる洪水浸水想定区域

図や洪水ハザードマップ等の技術的・財政的な支援が引き続き必要である。 

【実現後の効果】 

◇ 安全が確保され、安心して生活できる快適な暮らしの実現 

◇ 大規模氾濫に対して命を守る避難体制の構築 

【提案・要望事項】 

治水対策の推進 

・頻発・激甚化する水害に備え、流域全体で被害軽減を図る「流域治水対策」

の根幹となる治水事業を推進するための予算の総額を確保するとともに、

愛媛県へ必要な予算を配分すること。 

・県管理河川の整備に必要な事業費を確保すること。 

・国管理区間の河川整備を推進すること。 

・県管理の河川やダム等の堆砂除去に対する継続的な財政支援と制度を拡 

 充すること。 

・住民の避難支援体制強化に必要な事業費を確保すること。 

県担当部署：土木部 河川港湾局 河川課 
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鹿森ダム 黒瀬ダム 玉川ダム

59 49 51

①
総貯水容量内堆砂量
　（千m3）

545 4,706 860

②
計画堆砂量
　（千ｍ3）

280 2,000 800

194.6% 235.3% 107.5%

50.7 160.4 105.5

7回 3回 0回

3回 0回 6回

令和4年3月31日

これまでの土砂撤去総量
　（千m3）

堆砂率（％）　　①/②

過去20年間の
取水制限発生回数

　　経　過　年　数

　　ダ　ム　名　称

異常洪水時防災操作の
実績

 ■ソフト対策の拡充 

（二）立間川水系河内川（宇和島市） 

平成 30年７月 西日本豪雨 

◎西日本豪雨による浸水被害河川 

◎大規模氾濫に対する避難支援体制強化 

の推進 ～水防災意識社会再構築の取組～ 

Ｒ４年度の河川関係予算は「５か年加速化対

策」を含めてもピーク時（H10）の約９割（87％） 

◎ダムの堆砂と取水制限の状況 

◎県内河川の浸水状況 ◎河川関係予算と河川整備率

率 

今治市 戸板川、井口本川、鴨川、中川

大洲市 肱川、矢落川、清永川、嵩富川　外29河川

内子町 小田川、中山川、麓川

八幡浜市 千丈川、喜木川

西予市 肱川、山瀬川、深ヶ川、西川　外4河川

宇和島市 立間川、三間川、内平川、芳原川　外6河川

鬼北町 広見川、大宿川

松野町 広見川

愛南町 惣川、赤木川、増田川、篠川、小山川

5市4町 66河川（肱川、広見川は1河川で計上）

大規模氾濫への避難支援体制強化 

 

西日本豪雨で 

明らかとなった新たな課題に対応 

◎リスク情報の空白地帯の解消 

◎認識しやすい防災情報・避難行動につながる 

リアルタイム情報の充実 

◎災害を我がことと考えるための取り組みの強化 

◎重信川（国管理区間） 

堤防漏水対策例 

●水位計、河川監視カメラによる情報提供 

●洪水浸水想定区域図 

◎河道掘削による事前防災対策 

 の推進 

（二）加茂川（西条市） 
（二）金生川（四国中央市） 

●危険水位設定 
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10 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について 
[7] 水道施設の防災対策等の推進 

【厚生労働省】 
 

【提案・要望事項】 

（1）停電・土砂災害・浸水災害対策の推進 

・水道水源開発等施設整備費補助金における防災対策工事に係る補助メニュ

ーを５年間に限定せず、恒久的なものとすること。 

・資本単価撤廃等採択要件の緩和や補助率の嵩上げなどの財政支援を拡充し、

水道施設の耐災害性強化を加速させること。 

・災害に備えて、浄水機能を担う機器等を応急的に提供できる体制整備など、

早期復旧に向けた対応策を講じること。 

（2）耐震化の促進 

・資本単価撤廃等採択要件の緩和や交付率の嵩上げなどの財政支援を拡充し、

水道施設及び基幹管路の耐震化を加速させること。 

・耐震化の早期整備を図るため、引き続き要望額を満額確保すること。 

・水管橋の崩落や海底送・配水管の事故を踏まえ、水管橋の耐震化等や海底

送・配水管の更新への補助について、恒久的なものとすること。 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）】 
○水道施設の防災対策等を推進する背景 

平成 30 年７月豪雨により、県内各所で土砂の流入や冠水などにより水道施
設が被災した結果、最大で 12 市町、31,068 世帯、63,856 人の断水が発生し、
特に土砂流入により壊滅的な被害を受けた吉田浄水場は、１箇月にわたり断水
するなど、県民生活に多大な支障が生じた。また、他県においても、令和元年
東日本台風や令和２年７月豪雨等で停電・土砂災害・浸水災害により大規模な
断水が発生するなど、水道施設に甚大な被害が生じたため、水道施設の強靱化
対策を早期に講じる必要がある。 
このほか、平成 30 年７月豪雨で全壊した吉田浄水場の代替浄水設備につい

ては、厚生労働省・東京都をはじめ関係者の多大な協力を得て、ろ過機や配電
盤、送水ポンプを早期調達し、約１箇月弱で復旧できたが、災害が広域化又は
多発化している現状を踏まえると、現在保有している応急給水資機材や給水関
連機器等の在庫では不足が懸念され、早期復旧が実現できなくなる恐れがある。 
さらに、近い将来発生が予想されている南海トラフ巨大地震に備え、水道施

設の耐震化は、喫緊に取り組むべき重要課題であり、特に救命や医療救護、消
火活動等に支障をきたさぬよう水道施設の機能の維持が求められる。 

○水道施設の防災対策等の現状 
国では、「防災・減災、高度強靭化のための５か年加速化対策」により、基

幹となる浄水場など、特に優先度が高い施設（本県：14 市町等の 38 施設）を
対象に、５年間（令和３～７年度）にわたり緊急対策を行う財政支援を講じ、
水道施設の耐災害性強化対策を図ることとしている。 
また、令和３年度末における県内の水道施設の耐震化率は浄水場：65.2％（全

国６位）、配水池：71.5％（同９位）、基幹管路の耐震適合率：32.9％（同 34
位）となっている。各市町では耐震化に取り組んでいるものの、財政事情等に
より耐震化の進捗の遅れが懸念される。 
さらに、山間部や半島部には簡易水道や小規模水道施設が点在し、施設の集
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約化が困難といった地理的条件も重なり、基幹管路の耐震化は大幅に遅れてい
る。浄水場や配水池は、基幹管路に比べると整備は進んでいるが、バックアッ
プ機能の強化を含め完了には程遠く、早期整備のためには、国の財政支援が必
要不可欠である。 

 
【愛媛県内の取組】 
○水道水源開発等施設整備費補助金及び生活基盤施設耐震化等交付金の活用 

当該補助金及び交付金については、補助・交付対象外や採択要件を満たさな
いなどの理由で補助金等を活用することができず、水道施設や基幹管路の耐震
化計画や更新計画の進捗が足踏みする場合があり、活用できたとしても多額の
自己財源が必要となり、整備投資へ大きな負担を強いられている。 
また、当該補助金の防災対策工事に係る補助については、令和７年度まで延

長されているものの、恒久的なものではないことから、十分に耐災害性の強化
を図ることが困難な状況となっている。 

 

【実現後の効果】 

◇ 大規模な土砂災害等発生時の施設被災の低減・防止 
◇ 災害時における浄水機能の早期復旧の実現 
◇ 「えひめ震災対策アクションプラン」に掲げている令和６年度末までの基幹
管路の耐震適合率 40％の目標に向けた整備の促進 

 
 

 
 

上水道の基幹管路耐震適合率推移状況（H20～R３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

県担当部署：県民環境部 環境局 環境・ゼロカーボン推進課 
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10 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について 
[8] 公共施設等の耐震化の促進 

 
【総務省・財務省・厚生労働省・国土交通省・警察庁】  

【提案・要望事項】 
 公共施設等の耐震化の促進 
・防災拠点となる公共施設等（県庁舎・警察施設・医療施設）の耐震化を計画
的に進めるため、交付金、起債等耐震化に係る制度の拡充を図ること。 

・国直轄事業である松山空港の耐震化事業を促進すること。 
 
【現状と課題（背景・理由等）】 
○公共施設等の耐震化の必要性 

本県では防災・減災対策を最重要課題として取り組んでおり、「建築物の耐
震改修の促進に関する法律」の改正（平成 25年 11月）等を踏まえ、公共施設
等の耐震化を推進している。 
公共施設等については、大規模災害発生時のインフラ施設の復旧や保健医療

等の応急対策などを担う災害対策の拠点となる重要施設であることから、耐震
基準を満たしていない施設等の耐震化、建替えを計画的に進めるための安定的
な財源確保が喫緊の課題となっている。 

○恒久的かつ柔軟性の高い財政支援制度の整備 
公共施設等（県庁舎・警察施設・医療施設）の耐震改修及び建替えを計画的

に進めるためには、長期にわたり多額の財政負担が必要となることから、交付
金の交付率の嵩上げ及び対象要件等の拡充をするとともに、継続的な財源（都
道府県警察施設整備費補助金）を確保すること。 
また、医療施設においては、ライフラインが復旧するまでの間あるいは孤立

状態が解消されるまでの間に医療機能の維持に必要な自家発電装置や貯水槽
の整備、燃料や食料、医用水などの備蓄に対する恒久的かつ柔軟性の高い財政
支援制度の整備が必要である。 

○松山空港耐震化事業の促進 
松山空港については、災害救助対応や復旧・復興の役割を十分に果たすため

にも、海側 500ｍ区間の滑走路等の早期の耐震化が必要不可欠である。 
 
【実現後の効果】 
◇ 防災拠点となる公共施設等の耐震化を計画的に行うことが可能となり、大規
模災害発生時における防災力の向上、発災時における被災者の救出救助等の警
察活動を円滑に行うことが可能となる。 

◇ 災害医療に係る医療機関の施設・設備が充実することにより、災害時の医療
機能の維持・確保を図り、傷病者の対応に資することができる。 

 

 
 
 

県担当部署：総務部 総務管理局 総務管理課 

観光スポーツ文化部 観光交流局 観光国際課 航空政策室 

保健福祉部 社会福祉医療局 医療対策課 

警察本部 警務部 会計課 
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○本県警察施設(県有）の現状 
耐震化の対象施設（３階建以上かつ 1,000㎡以上） 20棟 

 

上記の 

うち 

S56.5以降の建築で新耐震基準に適合している施設 ９棟 

建替え、耐震改修済み又は事業化している施設 

・今治署（H25.11建替え完了）、西条西署（H28.11建替え完了） 

・伊予署（H29.1耐震改修完了） 

・伯方署・八幡浜署（H30.12耐震改修完了） 

・宇和島署（R元.10建替え完了） 

・久万高原署（R2.10耐震改修完了） 

・松山東署（R5.1建替え完了） 

８棟 

建替えが必要な施設 

・新居浜署（東予地区ブロック署）、第二庁舎、内子交番 
３棟 

［建替え予定警察施設］ 
  新居浜警察署         第二庁舎         内子交番 

 

 

 

 
 
 
○公共施設等の耐震化等に対する交付金・地方債の現状と要望 
・社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金【国土交通省】 

現 状  
 

要 望 
対 象 交付率 対 象 交付率 

避難所等（警察施設） 
工事費の 
１/３ 

同 左 
工事費の１/２

に嵩上げ 

対 象 内容 対 象 内容 

除却に関する事業 

耐震診断の結果、
倒壊の危険性が
あると判断され

たもの 

同 左 

昭和 56年の新
耐震基準導入前
に建設された建

築物  
・緊急防災・減災事業債【総務省】 

現 状  
 

要 望 
対 象 期 間 対 象 期 間 

公共施設及び公用施設
（県庁舎を含む）の耐震
改修 

令和７年度まで 
耐震改修が困難な場合の
建替えを対象とする  

【拡充】 
恒久化 

充当率 100％、交付税措置率 70％  
・公共施設等適正管理推進事業債（市町村役場機能緊急保全事業）【総務省】 

現 状  
 

要 望 
対 象 期 間 対 象 期 間 

昭和56年の新耐震基準導
入前に建設され、耐震化
が未実施の市町村の本庁
舎の建替え事業等 

令和２年度で終了 

同様の起債制度を創設の
上、県庁舎も対象とする 

【拡充】 

同様の起債制度
を創設の上、恒

久化 

充当率 90％(交付税措置対象分 75％)、交付税措置率 30％  
・公共施設等適正管理推進事業債（除却事業）【総務省】 

現 状  
 

要 望 
対 象 期 間 対 象 期 間 

交付税措置なし 
（資金手当） 

令和８年度まで 

昭和 56年の新耐震基準導
入前に建設された建築物 
交付税措置率 30％ 

【拡充】 

恒久化 
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11 伊方発電所の安全対策の強化等について 
【原子力規制委員会・経済産業省・内閣府・警察庁・防衛省・外務省・国土交通省】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望事項】 

（1）原子力発電所の安全対策の充実・強化及び安全文化の醸成 
・政府が決定した原子力政策の新たな方針を踏まえ、高経年化した原子炉に係

る新たな安全規制を含め、厳正な規制を行うとともに、最新の知見に基づき

安全対策の充実・強化に取り組むこと。 

・伊方発電所の安全性向上及び重大なトラブルの再発防止に向けて、新検査制

度の実効性を高めるとともに、継続的な制度改善を図ること。 

・安全最優先の意識の下、安全管理体制の充実・強化と安全文化の醸成に向け

た自主的かつ継続的な取組が一層進められるよう事業者を指導すること。 

（2）廃炉対策 
・伊方発電所１号機及び２号機の廃止措置状況を厳正に確認・指導するととも

に、我が国では加圧水型原子炉の廃炉実績がないことを踏まえ、伊方発電所

における廃炉技術の研究が進むよう取り組むこと。 

・原子炉の解体等に伴い発生する低レベル放射性廃棄物の処分については、事

業者の取組が加速するよう積極的にサポートすること。 

（3）使用済燃料対策 
・使用済燃料の確実な搬出や再処理など、核燃料サイクルの取組を一層加速す

るとともに、伊方発電所でも一時的に保管している使用済ＭＯＸ燃料の処

理・処分の方策を早期に決定すること。 

・伊方発電所内で設置工事が進められている乾式貯蔵施設については、引き続

き、再処理までの一時的保管であることや安全性を広く丁寧に説明すること。 

・使用済燃料の再処理に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の最終処分の確実

な推進に向け、国が前面に立ち、今まで以上に責任を持って取り組むこと。 

（4）説明責任の履行、情報公開及びコミュニケーションの強化 
・高経年化した原子炉に係る新たな安全規制を含め、原子力安全規制の取組状

況や安全性の確認結果について、広く国民や地域への説明責任を果たすとと

もに、情報公開を徹底すること。 

・核燃料サイクルや使用済燃料対策のほか、新たに方針が示された運転期間の

考え方などを含めた原子力政策について、長期的な視点に立った原子力発電

の位置付けや将来像を明確にした上で、国民に広く丁寧に説明すること。 

・原子力発電所に求められる安全性に関する社会的合意形成に向け、住民を含

む関係者間でのリスクコミュニケーションの取組を推進すること。 

（5）原子力発電所に対する武力攻撃やテロ行為への対応 
・国内外の連携を強化し、情報収集や国際協力を行うなど、未然防止に努め

ること。 

・武力攻撃等が行われるような事態になった場合に、迅速な対応ができるよう

万全を期すこと。 

（6）原子力発電所周辺上空の飛行禁止の法制化を図ること。 



- 38 - 

【現状と課題（背景・理由等）】 
福島第一原子力発電所事故以降 12 年が経過しても、県民の原子力政策に対

する不安や不信が払拭されていないことから、国においては、二度と原子力災
害が起こらないよう、あらゆる対策を講じることが求められる。 
伊方発電所３号機は、平成 27 年７月、原子力規制委員会により、原子炉設

置変更許可がなされた後、平成 28 年８月に再起動し、安全に運転が行われた
が、令和２年１月に制御棒の引き上がり事象等重大なトラブルが連続して発生
するとともに、令和３年７月には、四国電力社員(当時)が宿直中に無断で外出
した保安規定違反事案が判明したことから、四国電力が取りまとめた原因と再
発防止策を独自に厳しく確認し、同年 11 月、原子力事業者としての責任の自
覚、安全性向上や県民の信頼回復を条件に、３号機の運転再開を了承した。 
一方、伊方発電所１号機及び２号機は、原子力規制委員会から廃止措置計画

の認可を受け、現在、廃止措置作業が進められている。 
また、１、２号機廃炉に伴う３号機使用済燃料ピットの貯蔵余裕減少への対

応として計画した乾式貯蔵施設については、令和２年９月に原子力規制委員会
から許可を受けるとともに、令和３年７月に設計及び工事計画認可がなされ、
同年 11月から設置工事が進められている。 
令和５年２月、政府はエネルギーの安定供給や脱炭素社会の実現に向け、運

転期間の新たな考え方等、原子力政策の方針を決定したが、３号機の安全運転
の継続や１、２号機の廃止措置の実施には、安全管理の一層の徹底が必要であ
り、今後とも、国による厳正な原子力安全規制が求められるほか、未だ処理・
処分の方策が決定されていない使用済ＭＯＸ燃料を含めた使用済燃料対策な
どについても、国が前面に立った責任ある対応や丁寧な説明が求められる。 

 
【愛媛県内の取組】 

県では、伊方発電所の安全を確保するため、四国電力に対し、国の基準を上
回る電源対策や揺れ対策など８項目の安全対策等を独自に要請してきたとこ
ろであり、平成25年７月に安全協定に基づき申入れがなされた３号機の再起動
に係る事前協議については、大前提となる安全性を慎重に確認するとともに、
国の考え方、四国電力の姿勢、地元の理解の３条件、さらには我が国のエネル
ギー情勢等も総合的に考慮の上、平成27年10月、県として了解するとともに、
知事から国に対し、長期停止を踏まえた安全管理体制の指導監督、安全文化の
絶え間ない醸成及び原子力規制に関する情報公開の徹底等を要望した。 
また、１、２号機の廃止措置計画についても、安全性等を確認した上で了解

するとともに、四国電力に対して、廃止措置期間中の安全確保、低レベル放射
性廃棄物の処分への真摯な取組等を、国に対しては、検査など事業者の取組の
確認、低レベル放射性廃棄物に係る事業者の取組へのサポート等を要請した。 
更に、乾式貯蔵施設設置についても、安全性と一時的保管であることを確認

した上で了解するとともに、四国電力に対し、使用済燃料の計画的な搬出と保
管状況や搬出計画等の定期的な報告などを、国に対しては、核燃料サイクルの
推進や厳格な原子力規制検査の実施などを要請した。 

 
【実現後の効果】 
◇ 伊方発電所の安全確保 
◇ 県民の安心感の醸成 
 

県担当部署：県民環境部 防災局 原子力安全対策課 
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12 原子力防災対策の充実・強化について 
 

【内閣府・原子力規制委員会・国土交通省・防衛省】 
 

【提案・要望事項】 

（1）原子力災害対策指針の充実及び住民への丁寧な説明 

・原子力災害対策指針について、最新の知見や、佐田岬半島の立地特性を踏

まえた関係自治体等の意見を適切に反映するとともに、住民の安全確保の

視点に立った改定を継続的に行うこと。 

・科学的根拠に基づく避難等防護措置の考え方について、屋内退避の有効性

も含め、立地地域の住民をはじめとする国民に対し、丁寧に分かりやすく

説明すること。 

（2）住民避難の実効性向上のための広域避難体制の整備 

・災害時には、大分県への避難も含め、陸・海・空のあらゆる避難手段を活

用した広域搬送が不可欠であるほか、県内外の避難所等における物資供給

も重要であり、これら広域避難に係る人的・物的支援について、省庁横断

的な調整・対応を図り、早期かつ確実に実施すること。 

（3）緊急時の円滑な避難等に備えた道路ネットワークの機能強化 

・緊急時の円滑な避難、緊急輸送に備え、経路となる大洲・八幡浜自動車道

や県道鳥井喜木津線、国道３７８号などの整備推進、松山自動車道「松山

ＩＣ～大洲ＩＣ」の全線４車線化の促進に必要な予算を重点的に配分する

こと。 

（4）緊急時モニタリング体制の整備 

・国が責任を持って統括し、確実に実施されるよう、訓練などによる最新の

知見を踏まえ、地域の特性を考慮した実効性のあるモニタリング体制を示

すとともに、資機材の整備等を図ること。 

（5）原子力発電施設の安全・防災対策に係る交付金の確保 

・放射線監視等交付金については、住民の安全・安心の確保に資するモニタ

リング事業において、平常時から緊急時までの適切な監視・公表等に必要

な費用を確保すること。その際には、福島第一原発事故以降に強化された

モニタリング体制及び地域の実情に応じた取組の継続に支障を生じさせ

ないこと。 

・原子力発電施設等緊急時安全対策交付金については、伊方発電所が立地す

る佐田岬半島が急峻で狭隘な避難経路が多い等の全国的にも特異な地域

事情を踏まえ、迅速かつ円滑な住民避難に資する避難円滑化事業及びドロ

ーンの更なる活用など原子力防災体制の充実・強化に必要な費用を確保す

ること。 
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【現状と課題（背景・理由等）】 

  本県の原子力防災対策については、伊方発電所が細長く急峻な佐田岬半島の

付け根に位置しているため、県広域避難計画において、ＰＡＺ以西の半島部を

ＰＡＺに準じた避難等の防護措置を準備する「予防避難エリア」と定め、災害

時には、段階的避難を行うとともに、状況に応じて、大分県への海路避難等、

陸・海・空のあらゆる手段を活用した迅速な避難に取り組むこととしているが、

一部の住民からスムーズな避難に対する不安の声があるなど、県広域避難計画

の更なる実効性向上が求められている。 

このため、緊急時の円滑な避難、緊急輸送に備えた道路ネットワークの機能

強化をはじめ、避難住民の安全・安心を確保するための実効性のあるモニタリ

ング体制の充実のほか、避難等防護措置に係る住民への理解促進等を進める必

要がある。 

 

【愛媛県内の取組】 

県では、平成 25 年６月の県広域避難計画策定後も実践的な訓練による成果

や課題の検証を行い、５度にわたる計画の修正を行うとともに、原子力防災訓

練における大分県への海路避難訓練の実施やドローンを活用した情報収集体制

の構築、臨時災害放送局による被災状況の情報発信等、国や大分県等の周辺県、

市町等と連携しながら県広域避難計画の実効性の向上に努めており、引き続き

訓練による検証等を繰り返しながら、ソフト・ハードの両面から原子力防災対

策の一層の充実・強化に取り組んでいく。 

 

【実現後の効果】 

◇ 伊方発電所周辺の防災対策の充実・強化 

◇ 県民の安心感の醸成 

 

 

 

 
 

 

愛媛県広域避難計画 

県担当部署：県民環境部 防災局 原子力安全対策課 
土木部 道路都市局 道路建設課 
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13 四国の鉄道の維持・活性化について 

[1] 四国の新幹線の早期実現 
【国土交通省】 

 

 

 

 

 

 
 

【現状と課題（背景・理由等）】 

四国の新幹線については、昭和 48 年に決定された２つの基本計画（四国新

幹線、四国横断新幹線）の整備計画格上げに向けた調査の実施が実現への第一

歩となるが、平成 20年以降は調査予算も執行されず、事実上中断している。 

各地で新幹線の整備が進む中、50年間も基本計画に留まっている四国は、唯

一の新幹線の空白地帯として地域間競争で大きなハンデを負っており、災害時

には新幹線による在来線の代替輸送が可能となるなど、南海トラフ地震が危惧

される四国において防災力の強化を図るためにも、四国への新幹線導入を早期

に実現する必要がある。 

さらに、基本計画を含めた全国の新幹線ネットワークの整備を促進するため

には、新幹線整備予算の拡充や地方の負担によらない新たな財源の活用が望ま

れる。 

【愛媛県内の取組】 

平成 29 年４月に、知事を会長として経済・観光・農林水産団体で構成され

る官民一体の「愛媛県新幹線導入促進期成同盟会」に拡大改組。 

県民の理解促進に向けて、各種イベントの開催やテレビ番組での放映、松山

駅でのラッピング広告など、多様な広報啓発活動を実施しており、今後も更に

住民の機運醸成や国への要望活動等に積極的に取り組む。 

【実現後の効果】 

◇ 時間距離の短縮により、観光交流の拡大、商業施設の新規立地、都市機能の

相互利用・行政投資の効率化などが図られる。 

◇ 新幹線導入により路線の高規格化が図られ、災害に強い鉄道づくりが推進さ

れる。 

◇ 全国の新幹線ネットワーク整備が促進され、全国各都市が有機的かつ効率的

に連結することにより、地域振興や経済の活性化など、地方創生の実現が期待

される。 

  

県担当部署：企画振興部 政策企画局 地域政策課 交通政策室 

【提案・要望事項】 

四国の新幹線の早期実現 

・四国の新幹線を整備計画に格上げするための法定調査を実施すること。 

・新幹線整備予算の拡充や地方の負担によらない新たな財源の活用による全

国新幹線ネットワークの整備を促進すること。 
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13 四国の鉄道の維持・活性化について 

[2] ローカル線の維持・確保 
【国土交通省】 

 

 

 

 

 
【現状と課題（背景・理由等）】 

○ＪＲ四国に対する経営支援策の更なる充実・再構築 

  四国のローカル線の存続に対する不安は、発足当初から赤字が見込まれたＪ

Ｒ四国に対する国主導の経営安定策が、金利の低下や想定以上の人口減少等に

よって立ち行かなくなっていることに要因がある。 

  沿線自治体は、ローカル線が存続することを前提に交流人口の拡大・賑わい

創出によるまちづくりのほか、広域で連携して利用促進に取り組んでおり、国

において、今こそ交通政策の根幹として鉄道ネットワークのあり方を示し、Ｊ

Ｒ四国に対する経営支援策の更なる充実・再構築に向けて検討することが望ま

れる。 

○鉄道災害復旧補助制度における国負担の拡充及び適用要件の緩和 

  ＪＲ四国の施設・設備は老朽化が進み、その更新や大規模修繕が喫緊の課題

となっているが、平成 30 年西日本豪雨や令和２年７月豪雨で県内の鉄道路線

も被災したように、頻発化する災害への不安が潜在的な課題となっている。 

  鉄道が生活・経済活動に不可欠で重要な社会インフラであることに鑑み、鉄

道災害復旧補助制度において国負担を拡充するとともに、適用要件を緩和する

など、経営基盤が脆弱な鉄道事業者が被災した路線を早期に復旧できる制度の

構築が必要である。 

 

【愛媛県内の取組】 

○地域の関係者と一体となった利用促進 

 「愛媛県鉄道ネットワークあり方検討会」によって検討された利用促進策を

もとに、地域の関係者で一体となって利用促進に取り組んでいる。特に、ロー

カル線に関しては「愛媛県予土線利用促進対策協議会」への参画や、サイクル

トレイン及び「伊予灘ものがたり」の運行に関して連携している。 

○ＪＲ四国に対する支援 

  バリアフリー化や老朽化対策、災害復旧に対して国協調補助を行うほか、コ

ロナ禍では臨時交付金を活用して利用促進等に対する補助を実施。 

 

【実現後の効果】 

◇ 鉄道の維持や安定的な運行に寄与することで、県民の生活や地域経済に必要

な鉄道ネットワークの維持・活性化に繋がる。 

【提案・要望事項】 

収益力の弱いローカル線の維持・確保 

・ＪＲ四国に対する経営支援策の更なる充実・再構築を図ること。 

・鉄道災害復旧補助制度における国負担の拡充及び適用要件を緩和すること。 

県担当部署：企画振興部 政策企画局 地域政策課 交通政策室 
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◆ＪＲ四国の路線図と愛媛県内の平均通過人員 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆愛媛県で取り組む利用促進策（令和２年９月愛媛県鉄道ネットワークあり方検討会取りまとめ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆現行の鉄道災害復旧補助制度の課題 

○路線収入の 10％以上の復旧費が適用要件であり、路線によって隔たりが大きい。 

線名 路線距離 路線収入（Ｒ２） 路線収入の 10％ 
予讃線 327.0㎞ 6,386百万円 638.6百万円 
内子線 5.3㎞ 64百万円 6.4百万円 
予土線 76.3㎞ 46百万円 4.6百万円 

→予讃線は補助適用のハードルが高く、災害が発生した場合の早期復旧に支障が生じる可能性がある。 
 

○公共土木施設と比べ、国負担が少ない（事業者負担が大きい） 

鉄道 
国（1/4） 地方（1/4） 事業者（1/2） 

国（1/4） 
50％ 

特 交 措 置 
地方の
実 質 負 担 

→国の負担割合＝国費＋特別交付税 
  ＝37.5％ 

 

公共土木 
国（2/3） 

地方（1/3） 
100％起債 

国（2/3） 
95％ 

交付税措置 
地 方 
負 担 

→国の負担割合＝国費＋交付税＝98.3％ 

各線区の収支と営業係数（令和３年度） 

線区 営業損益（百万円） 営業係数（円） 

予讃線（観音寺～今治） ▲2,092 213 

予讃線（今治～松山） ▲1,337 204 

予讃線（松山～宇和島） ▲1,852 214 

予讃線（向井原～伊予大洲） ▲632 626 

予土線（北宇和島～若井） ▲920 1,761 

ＪＲ四国全線 ▲19,934 233 

平均通過人員＝旅客輸送人キロ÷営業キロ÷営業日数 

太字：令和３年度実績 

カッコ内：（平成元年度実績→令和元年度実績） 
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14 高規格道路の整備推進について 
[1] 高速道路ネットワークにおける「３つのミッシン 

グリンク」の早期解消  
【内閣府・財務省・国土交通省】 

 

【提案・要望事項】 

 高速道路ネットワークにおける「３つのミッシングリンク」の早期解消 
・国土強靭化や地方創生を推進し、新型コロナウイルス感染症の拡大等で打撃

を受けた地方経済を回復させるため、愛媛県の高速道路ネットワークにおけ

る「３つのミッシングリンク」の早期解消を図ること。 

・四国８の字ネットワークにおける「津島道路」・「宿毛内海道路」の整備推

進と「御荘～一本松」の早期事業化を図ること。 

・今治小松自動車道「今治道路」の整備を推進すること。 

・大洲・八幡浜自動車道「夜昼道路」・「大洲西道路」の整備推進に必要な事

業費を確保すること。 
 
【現状と課題（背景・理由等）】 
○３つのミッシングリンク 

高速道路ネットワークは、南海トラフ地震などの大規模災害等発生時に迅速か
つ円滑な避難・救援活動や緊急輸送を支える「命の道」として、また、物流の効
率化・販路拡大による産業振興や、広域交流・連携による観光振興など地域経済
を支える「地方創生の道」として極めて重要な社会基盤であり、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大で打撃を受けた地方経済の回復を図るためにも、県民の悲願で
あるミッシングリンクの早期解消が不可欠となっている。 

・ミッシングリンク １：「南海トラフ地震等への備えと地域産業の競争力強化等」   
  南海トラフ地震発生時に深刻な被害が想定されている宇和島以南の地域では、
唯一の幹線道路である国道56号が津波浸水により寸断し、陸の孤島が発生するこ
とが懸念されており、一般国道とのダブルネットワークの形成が急務。また、地
域の基幹産業の競争力強化や交流人口拡大による地域活性化のためにも、｢津島
道路｣・「宿毛内海道路」の整備推進と「御荘～一本松」の早期事業化が不可欠。 

・ミッシングリンク ２：「中国～四国の広域的な交流･経済の振興」 
  ｢中国やまなみ街道｣と、「瀬戸内しまなみ海道」を経由し、「四国８の字ネット
ワーク」までをつなぐルートのうち、「今治道路」が唯一未供用となっており、
中四国の更なる交流や産業・観光振興等による架橋効果を最大限に発現させるた
めには、早期整備が不可欠。 

・ミッシングリンク ３：「九州～四国～京阪神の広域高速ネットワーク、避難・救援の軸、地域振興」 
  四国経由で九州と京阪神を結ぶ経路は、トラックのフェリー利用台数が増加し
ていることに加え、西日本豪雨時に本州経路の代替路として機能するなど「新た
な国土軸」として物流と国土強靭化の両面で重要性が高まっている。大洲・八幡
浜自動車道は、この経路の一翼を担い、大規模災害時の広域避難等の軸となる「命
の道」、地域産業の活性化に資する「地方創生の道」として、全線整備が急務。 

【実現後の効果】 
◇ 高速道路ネットワーク形成による四国、さらには中国・九州・近畿地方が一体

となった飛躍的な発展 
◇ 救命・救急医療はもとより、大規模災害や万が一の原発事故発生時に迅速かつ

円滑な避難・救援活動や緊急輸送を支える強靭な道路ネットワークの形成 
◇ 物流の効率化・販路拡大による産業振興や、広域交流・連携による観光振興 

県担当部署：土木部 道路都市局 道路建設課 
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14 高規格道路の整備推進について 
[2] 高速道路ネットワークの機能強化・利便性の向上 

 【内閣府・財務省・国土交通省】 

【提案・要望事項】 

 高速道路ネットワークの機能強化・利便性の向上 
・高速道路の機能強化や利便性の向上を図り、平常時・災害時を問わず人流・物
流を支える強靭で信頼性の高いネットワークを構築するとともに、高速道路の
さらなる利活用を促進するため、暫定２車線区間の４車線化や、主要な交通拠
点等を結ぶ高規格道路及び一般国道バイパスの整備推進を図ること。 
・松山外環状道路の｢空港線｣・「インター東線」の整備推進、「松山空港～国道
196号｣の事業化に向けた計画段階評価への早期着手を図ること。 

・高速道路の暫定２車線区間の４車線化を促進すること（松山自動車道｢松山
ＩＣ～大洲ＩＣ｣の早期全線４車線化）。 

・一般国道バイパス(国道 11号川之江三島 BP・新居浜 BP・小松 BP)の整備を推
進すること。 

【現状と課題（背景・理由等）】 
○松山外環状道路 
・松山圏域内外からの松山ＩＣや松山空港、松山港へのアクセス向上 

高速道路と圏域内道路との切れ目のないネットワークの形成、交通拠点間のア
クセス向上や所要時間の短縮、愛媛県内全域の生産性向上による「地方創生」の
推進には、松山外環状道路の全線整備が不可欠。 

・松山都市圏の慢性的な渋滞の解消と交通事故の削減、人流・物流の円滑化等 
松山都市圏の幹線道路で慢性的に発生している渋滞の解消や交通事故の削減、

人流・物流の円滑化等には、供用済のインター線に続き、空港線・インター東線
の早期整備が必要。 

・真の「環状道路」としての機能を最大限に発揮 
さらなる利便性の向上など、真の「環状道路」としての機能を最大限に発揮さ

せるためには、松山外環状道路の全線開通に向けて、調査区間のまま未だ事業化
されていない「松山空港～国道196号」（西側区間）の計画段階評価への早期着手
が不可欠。 

○暫定２車線区間の４車線化 
・暫定２車線区間の４車線化による安全性・定時性・信頼性の向上 

令和元年9月策定の「高速道路における安全・安心基本計画」で選定された県
内４車線化「優先整備区間」の着実な推進。特に、南海トラフ地震や万が一の原
発事故発生時の広域避難や救援活動、緊急輸送の他、行楽期の渋滞解消等、平常
時・災害時を問わず円滑な交通を確保するためには、「松山ＩＣ～大洲ＩＣ」の
早期全線４車線化が必要。 

○一般国道バイパス 
・県内主要都市の渋滞緩和、交通安全確保や高速道路ＩＣへのアクセス向上 

強靱で信頼性の高い道路ネットワークを構築するためには、重要な拠点間等を
結び、産業・経済を支える大動脈であるとともに、通勤・日常生活を支える生活
道路としての役割を持つ一般国道バイパス（国道11号川之江三島 BP・新居浜 BP・
小松 BP）の整備も重要。 

【実現後の効果】 
◇ 松山都市圏の渋滞緩和やアクセス向上による、物流の効率化・移動の円滑化 
◇ 九州～四国～京阪神を結ぶ新たな国土軸の機能強化（4車線）による安全性・

定時性・信頼性の向上 
◇ アクセス拠点の形成による地域活性化や防災・救急医療体制の強化、さらには
高速道路の利便性向上と利用促進 
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14 高規格道路の整備促進について 
[3] 本州四国連絡高速道路の全国共通料金の継続 

【国土交通省】 

 

 

 

 
 

【現状と課題（背景・理由等）】 

本州四国連絡高速道路の通行料金については、ＮＥＸＣＯ区間と異なる料金

体系となっていたことから、平成２６年４月から全国路線網に編入され、当面 

１０年間の暫定措置として全国共通料金が導入された。 

本県では、全国共通料金の導入を契機に、しまなみ海道がサイクリストの聖

地となった効果を最大限活用して、サイクリングを核としたイベント「サイク

リングしまなみ」や、自転車通行料金の無料化による利用促進に広島県と連携

して積極的に取り組むことで地域の活性化を図り、本州四国間の交通量や交流

人口を着実に増加させ、全国の高速道路利用者の理解を得るように努めてきた

ところ。 

近年の新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響により、地域経済は大

きな打撃を受けているが、地方の経済がコロナ禍から力強く立ち直り、成長と

分配の好循環を実現するためには、地域創生の牽引役となる観光振興が不可欠

であり、これらを支える本州四国連絡高速道路の利用促進の強化をさらに推進

していくことが必要である。 

一方で、しまなみ海道は、地元今治市の島しょ部住民にとって陸地部への唯

一の生活道路であり、しまなみ地域の定住人口維持や交流人口の増加、地域活

性化を図るためには、全国共通料金の継続は必要不可欠である。 

 

【実現後の効果】 

◇ 地域間格差の緩和、是正による地域の活性化 

◇ 本州四国連絡高速道路の交通量増加による地域経済の活性化 

◇ しまなみ地域の交流人口増加や定住人口維持 

◇ 沿線島民の生活道路としての利便性の維持 

 

 

 

  

県担当部署：土木部 道路都市局 道路建設課  

【提案・要望事項】 

本州四国連絡高速道路の全国共通料金の継続 

・令和６年度以降も本州四国連絡高速道路の全国共通料金を継続すること。 



- 50 - 

◆交流人口の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆愛媛県の観光客数の推移 
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３つの料金水準の導入 ～「整備重視の料金」から「利用重視の料金」への転換～ 

令和６年度以降も継続が必要不可欠 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


